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（改正前）
○⻑期優良住宅認定制度と住宅性能表⽰制度の両者を利⽤する場合はそれぞれ申請・審査が必要。また、認
定にあたり、登録住宅性能評価機関による任意の技術的審査を活⽤。

（改正後）
○登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて⻑期使⽤構造等の確認の申請が可能。
※評価書の交付を受けたら、所管⾏政庁への認定申請が必要です。

住宅性能表⽰制度 ⻑期優良住宅認定制度
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申請 申請

性能評価

評価書交付

審査・認定
⻑期使⽤構造等の審査
を省略（確認結果に基
づき認定）

申請

⻑期使⽤構造等への適合の
確認を併せて実施

⻑期優良住宅の認定基準の
うちハード（⻑期使⽤構造
等）の基準多くは、住宅性
能評価の評価基準を引⽤。
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住宅性能表⽰制度 ⻑期優良住宅認定制度

⻑期使⽤構造等への適合の
確認を求めることができる

評価書に確認の結果を記載

確認の結果を記した評価
書を添付

※住宅性能評価を活⽤しない場合、登録住宅性能評価機関に⻑期
使⽤構造等の確認のみを求めることも可能。

住宅性能表⽰制度と⻑期優良住宅の認定申請の流れについて
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認定申請図書のまとめ方
（確認書等有の場合） 注意事項

①  第⼀面について申請者の押印は不要です。

②  委任状について申請者及び代理者の押印は不要です。
 復代理を⽴てられる場合は、復代理⼈の委任状も添付してください。

③  確認書等とは
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第５項に規定する住宅の構造及び設備が
⻑期使⽤構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書

 確認書等の原本は副本に添付し、正本には、複写したものを提出してください。
 設計内容説明書は登録住宅性能評価機関の事前審査時に提出したもので、審査員⼜は評価員が
確認済のものを複写して提出してください。

④  居住環境基準
・都市計画施設の区域内にないことが確認できる図書
・地区計画等への適合が確認できる図書 等
 災害配慮基準
・災害の危険性が特に高い区域内に計画建築物がないことが確認できる図書
・区域を指定する法令等で定められた建築に関する制限について適合していることが確認できる図書 等
例）確認済証の写し

⑤  登録住宅性能評価機関が確認した図面であることを確認するため、スタンプがあるものとします。
（確認書等の審査の内容と同じものであることを確認するためです。）

 登録住宅性能評価機関から返却された副本（電⼦交付を含む）を複写（出⼒）して提出してくだ
さい。なお、出⼒した図面は⽂字が判別できるよう注意してください。

 増改築基準が適⽤される場合は、状況報告書を追加で提出してください。
 増改築基準が適⽤される場合は、既存住宅の建築基準法の検査済証等の提出が必要です。

認定申請書
第一面
～

第四面

委任状

居住環境
基準

にかかる
添付図書

（必要に応じて）

災害配慮
基準

にかかる
添付図書

（必要に応じて）

確認書等
設計内容
説明書

１.付近見取図
２.配置図
３.各階平面図
４.用途別床面積表
５.床面積求積図
６.二面以上の立面図
７.断面図又は矩計図

①~⑤までの図書を正・副2部提出してください。

法第5条 代表的な申請対象の例

第１項 ⼀⼾建ての住宅（注⽂住宅）、共同住宅等（賃貸住宅、併⽤住宅）

第2項、第3項 ⼀⼾建ての住宅（建売住宅）

第4項、第5項 共同住宅等（⻑屋、分譲マンション（区分所有住宅））

2



（第二面） 

 

長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 

 

１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項 

 〔建築物に関する事項〕 

【１．地名地番】 

【２．敷地面積】         ㎡ 

【３．工事種別】 □新築  □増築・改築 

【４．建築面積】         ㎡ 

【５．床面積の合計】       ㎡ 

【６．建て方】 □一戸建ての住宅  □共同住宅等 

  【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】   階   ㎡    階   ㎡  

  【共同住宅等の場合：住戸の数】 建築物全体          戸 

                  認定申請対象住戸       戸 

【７．建築物の高さ等】 

  【最高の高さ】 

  【最高の軒の高さ】 

  【階数】 （地上）    階 (地下)     階 

【８．構造】       造  一部       造 

【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】   別添設計内容説明書による 

【10．確認の特例】 

  法第６条第２項の規定による申出の有無  □無  □有 

【11. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第６条の２第３項又は

第４項の規定により、その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確

認書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第 20 号）第７

条の４第１項第１号に規定する別記第 11 号の４様式）若しくは住宅性能評価書又はこれら

の写しの添付の有無  □無  □有 

 

（注意） 

１．【６．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「�」マークを入れてください。 

２．【10．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る場合におい

ては「有」に、申し出ない場合においては「無」に「�」マークを入れてください。 

３．【11. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】の欄は、住

宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項又は第４項の規定により、その住宅の

構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこ

れらの写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合におい

ては「無」に「�」マークを入れてください。 

４．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき

事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 

認定申請書第二面の注意点

１

２

３

４

No. 内容

① 【５．床面積の合計】
認定対象建築物（棟全体）の床面積の合計を記載します。

② 【６．建て方】
【⼀⼾建ての住宅の場合︓各階の床面積】
規則第4条に規定される⻑期優良住宅の規模の基準を確
認するために、インナーバルコニーや階段部分等の面積を除
いた床面積を記載します。

床面積の算定は、建築基準法施⾏令第2条第1項第3号に定める
ところによります。

【６．建て方】の各階床面積の合計と【５．床面積の合計】は必ず
しも⼀致しません。

平面図及び床面積表等の設計図書により、面積算定を審査し、第
二面に記載の床面積との整合性を確認します。

【６．建て方】に記載した⻑期の規模基準の各階床面積と、確認書
等に記載された床面積の整合性を確認します。

No. 内容

③ 【10．確認の特例】
指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合は、「無」
にチェックします。
建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を⻑期の
認定申請書と併せて所管⾏政庁に提出する場合は「有」に
チェックします。

④ 【11．住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2
第５項の適⽤の有無】
⻑期使⽤構造等に適合しているかどうかについて事前に登録
性能評価機関の技術審査を受けて、確認書若しくは住宅
性能評価書を取得している場合は、「有」にチェックします。
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確認書の例 設計住宅性能評価書の例

確認書等について（⼀⼾建て住宅の場合）

⻑期使⽤構造等である旨の確認︓適合に☑があることを確認
申請書等記載の住宅の床面積（各階）
︓認定申請書第二面【６．建て方】の各階床面積と整合している
かを確認（⻑期の規模基準の床面積）

4

１

２

① 認定申請書第二面【５．床面積合計】の面積との整
合性を確認

② 認定申請書第二面【６．建て方】の各階床面積との整
合性を確認



確認書等の添付により省略できる図書について
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の２第5項の確認書若しくは住宅性能評価書⼜はこれらの写しを添えて認定申請をする場合は、

⻑期法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているとみなすことから、所管⾏政庁への申請に際して添付する図面は、次のとおりとします。
（法規則第2条）

改正前 改正後

図書の種類 図書の種類 明⽰すべき事項 他

設計内容説明書 設計内容説明書 住宅の構造及び設備が⻑期使⽤構造等であることの説明
※設計内容説明書は登録住宅性能評価機関の事前審査時に提出したもので、
審査員⼜は評価員が確認済のものを複写して提出してください。

付近⾒取図 付近⾒取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と
他の建築物の別

仕様書 － 添付は不要になります。

各階平面図 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、⽤途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法

⽤途別床面積表 ⽤途別床面積表 ⽤途別の床面積

床面積求積図 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の⽴面図 2面以上の⽴面図 縮尺、外壁、開口部の位置

断面図⼜は矩計図 断面図⼜は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒及びひさしの出

伏図
（基礎伏図、各階伏図、小屋伏図）

－

各部詳細図 －

各種計算書
（構造計算書、断熱計算書等）

－

機器表 －

状況調査書 状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査結果
※増改築基準適⽤の案件で提出が必要です。

添付は不要になります。

登録住宅性能評価機関が審査した図面であることが確認できる図面を提出してください。（例︓スタンプ押印等）
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6

⻑期優良住宅建築等計画の認定に係る審査基準の添付図書について

災
害
配
慮
基
準

エリア 区域 条件等

①災害の危険性が特に高いエリア
・地すべり防止区域
（地すべり等防止法第3条第1項）
・急傾斜地崩壊危険区域
（急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律第3条第1項）
・土砂災害特別警戒区域
（土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律
第9条第1項）

認定申請対象住宅が左欄に掲げる区域に建築されるものではないこと。
（区域の指定が解除されることが決定している場合はこの限りではない。）

＊区域を指定する法令の⼿続きにより建築が可能であっても、
区域の指定が解除されない限り⻑期優良住宅の認定はできません。

＊災害危険区域と重複して指定されている場合は、②の災害危険区域の
基準が適⽤されます。原則認定不可

②災害の危険性が高いエリア

・災害危険区域
（建築基準法第39条第1項）
・津波災害特別警戒区域
（区域なし R3.11）
（津波防災地域づくりに関する法律
第72条第1項）
・浸水被害防止区域
（区域なし R3.11）
（特定都市河川浸水被害対策法
第56条第1項）

認定申請対象住宅が左欄に掲げる区域に係る建築に関する制限の基準
に適合するものであること。
＜認定申請に必要な添付図書（例）＞
・特定開発⾏為（※1）の検査済証の写し
・特定建築⾏為（※2）の許可証の写し
・建築確認申請の確認済証の写し 等
（※1）特定開発⾏為︓政令で定める土地の形質の変更を伴う開発⾏

為で予定建築物の⽤途が制限⽤途であるもの
（※2）特定建築⾏為︓制限⽤途の建築物を建築しようとすること

条件付認定可

居
住
環
境
基
準

エリア 区域 条件等

①住宅が⻑期にわたり⽴地するこ
とが想定されない区域

・改良地区
（住宅地区改良法第2条第3項）
・促進区域
（都市計画法第4条第4項）
・都市計画施設の区域
（都市計画法第4条第6項）
・市街地開発事業の施⾏区域
（都市計画法第4条第7項）
・市街地開発事業等の予定区域
（都市計画法第4条第8項）

認定申請対象住宅が、左欄に掲げる区域内に⽴地しないものであること。
ただし、区域内であっても、⻑期にわたって存することになるものであると⾒込まれると
きにあっては、この限りでない。
＜⻑期にわたって存することになるものの例＞
・再開発事業の施⾏区域内の施設建築物である住宅
・換地が不要な区画整理地内の住宅
＜認定申請に必要な添付図書（例）＞
・都市計画施設明⽰原則認定不可

②地域のまちなみ等との調和が図
られているかを確認する区域

・建築協定区域
（建築基準法第69条）
・地区計画等区域
（都市計画法第4条第9項）
・景観計画区域
（景観法第8条第1項）
・景観協定区域
（景観法第81条第1項）

認定申請対象住宅が左欄に掲げる区域に係る計画⼜は協定に定める建
築物に関する事項に適合するものであること。
＜認定申請に必要な添付図書（例）＞
・届出⼿続きの適合証等または届出の写し（地区計画等、景観計画）
・協定の運営委員会等が発⾏する適合確認書等（建築協定、景観協定）

条件付認定可

居住環境基準︓法第6条第1項第3号に掲げる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
災害配慮基準︓法第6条第1項第4号に掲げる自然災害による被害の発生の防止⼜は軽減への配慮に関する基準
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⼿数料について

令和4年2月21日月曜日受付分から
登録住宅性能評価機関が実施した技術的審査の適合
証では、「確認書等あり」として受付はできませんので、ご
注意ください。
＜確認書等とは＞
登録住宅性能評価機関がその住宅の構造及び設備が⻑期使⽤構造等であると
確認したことを証する書面
（住宅の品質確保の促進等に関する法律 第６条の2第5項に規定する確認書
⼜は住宅性能評価書）

主な⼿数料 改正前（適合証あり） 改正後
（確認書等あり）

新 築 ⼀⼾建て住宅 9,500円（200㎡未満）
17,400円（200㎡以上500㎡未満）

13,000円

増改築 ⼀⼾建て住宅 13,200円（200㎡未満）
24,600円（200㎡以上500㎡未満）

17,400円

変更認定申請
（法第8条） 1,600円 1,900円

9,500円 13,000円

新築・⼾建て・適合証あり 新築・⼾建て・確認書等あり

改正前 改正後

⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、頻発する豪雨災害等への対応として、
災害配慮基準が追加されたことに伴い、豊中市において認定⼿数料を改正しました。

（令和4年2月20日施⾏）

現
⾏

申請ルート

⻑期使⽤構造等 それ以外

①性能評価
基準

②⻑期優良住宅
独自基準

③
面
積

④
維
持

⑤
景
観

⑥
災
害

Ⅰ 事前審査（適合証有） × × × × 〇

Ⅱ 住宅性能評価制度活⽤
（性能評価書有）

× 〇 〇 〇 〇

Ⅲ その他（なし） 〇 〇 〇

所管⾏政庁による審査項目

改
正
後

申請ルート

⻑期使⽤構造等 それ以外

①性能評価
基準

②⻑期優良住宅
独自基準

③
面
積

④
維
持

⑤
景
観

⑥
災
害

Ⅰ 事前審査（確認書有） × × 〇 〇 〇 〇

Ⅱ 住宅性能評価制度活⽤
（性能評価書有）

× × 〇 〇 〇 〇

Ⅲ その他（なし） 〇 〇 〇 〇

審査結果の責任の所在の明確化の観点から、登録住宅性能評価機
関と所管⾏政庁の審査項目について改正されています。
登録住宅性能評価機関︓⻑期使⽤構造等
所管⾏政庁 ︓⻑期使⽤構造等以外の認定基準



現⾏（住⼾単位認定） 改正後（住棟単位認定）

新
規
認
定

譲
受
⼈
決
定

（ユ
ー
ザ
ー
の
変
更
）

計
画
変
更
認
定

（仕
様
な
ど
物
理
的
な
変
更
）

住⼾毎に変更認定申請︓9件
管理組合

⻑期優良住宅認定申請⼿数料 算定イメージ

分譲事業者

1500 1500 1500

1500 1500 1500

1500 1500 1500

住⼾毎に認定申請︓9件

1600 1600 1600

1600 1600 1600

1600 1600 1600

住⼾毎に変更認定申請︓9件
（構造計画の変更など棟に及ぶ変更の場合）

分譲事業者

分譲事業者から管理組合に変更現⾏⼿数料規定︓1件あたり1,500円

住棟で変更認定申請︓1件
⼿数料︓1,500円

3400 3400 3400

3400 3400 3400

3400 3400 3400

住棟で認定申請
新規認定件数︓１件

【仮定】申請ルートⅠ（事前審査有） 新築 1000㎡未満 住⼾数9⼾

住棟で変更認定申請︓１件

面積区分 ⾦額

200㎡以下 9,500

200㎡超~500㎡以下 17,400

500㎡超〜1000㎡以下 30,100

1000㎡超〜3000㎡以下 47,900

3000㎡超〜5000㎡以下 89,200

5000㎡超〜1万㎡以下 155,300

1万㎡超〜 269,700

⼾当たり下限値 1,600

⼿数料︓1,000㎡未満の面積区分より
30,100円÷9⼾＝3,344円

（100円未満切上）
改め︓3,400円/⼾＞1,600円

現⾏⼿数料規定

分譲事業者から各区分所有者へ変更

現⾏⼿数料規定︓変更が生じた住⼾
1件あたり1,600円

面積区分 ⾦額
⼾建て・併⽤住宅 13,000

共
同
住
宅
等

500㎡以下 21,300

500㎡超〜1000㎡以下 35,300

1000㎡超〜3000㎡以下 55,200

3000㎡超〜5000㎡以下 97,500

5000㎡超〜1万㎡以下 163,400

1万㎡超〜 279,700

⼿数料︓1000㎡未満の
面積区分より
35,300円

改定⼿数料

改定⼿数料
面積区分 ⾦額
⼾建て・併⽤住宅 1,900

共
同
住
宅
等

500㎡以下 3,700

500㎡超〜1000㎡以下 6,500

1000㎡超〜3000㎡以下 9,500

3000㎡超〜5000㎡以下 17,500

5000㎡超〜1万㎡以下 29,800

1万㎡超〜 49,300

⼿数料︓1000㎡未満の面積区分より
6,500円

部分的な
住⼾単位の変更が生じた場合

6,500円÷全住⼾（9⼾）＝722円
（100円未満切上）

改め︓800円×変更住⼾数
合計⾦額の上限は6,500円

※1⼾あたりを算出する
必要がなくなった。
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登録住宅性能評価機関 申請者 所管⾏政庁

9

認定⻑期優良住宅の変更の取扱いについて

変更事案発生

①登録住宅性能評価機関が交付した確認
書・評価書を⽤いた認定申請であったか。
②⻑期使⽤構造等に係る変更内容である
か。

軽微な変更であるか否かを
登録住宅性能評価機関が判断
（⻑期使⽤構造等に係る変更内容に限る。）

⾏政庁自らが判断する場合
（評価機関の判断によらない場合）

軽微な変更であるか否かを所管⾏政庁が判断

【軽微変更のときの申請】
軽微変更該当証明依頼

【変更認定が必要なときの申請】
変更確認申請等

受理

【軽微変更のとき】
軽微変更該当証明書

【変更認定が必要なとき】
変更確認書等

受理

審査

受領適合審査

受領

☆登録性能評価機関の判断を伴わない変更
【軽微変更のとき】
状況報告書
【変更認定が必要なとき】
変更認定申請書（⼿数料発生）

申請
スタート

★⻑期使⽤構造等の変更

【軽微変更のとき】
状況報告書
（軽微変更該当証明書を添付）

【変更認定が必要なとき】
変更認定申請書（⼿数料発生）
（変更確認書等を添付）

【軽微変更のとき】
状況報告書副本

【変更認定が必要なとき】
変更認定通知書

①及び②の
いずれも
「はい」

※変更設計図書は、登録住宅
性能評価機関が審査したこと
が確認できるようスタンプ等が
確認できること。

①又は②の
いずれかが
「いいえ」



軽微な変更の取扱いについて（登録住宅性能評価機関の事前審査を活⽤する場合）

評価機関において判断する内容
（軽微な変更に該当する場合は、軽微変更該当証明書の
交付を受けること。）

所管⾏政庁において判断する内容

法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更（規則第7条第1項）

1. 住宅の建築に関する⼯事の着⼿予定時期⼜は完了予
定時期の6月以内の変更

2. 法第5条第3項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、
譲受⼈の決定の予定時期の6月以内の変更

3. 法第5条第4項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、
区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以
内の変更

４．住宅の品質⼜は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る⻑期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号
に掲げる基準に適合することが明らかな変更

法第6条第1項第1号 ⻑期使⽤構造等 法第6条第1項第2号 規模基準
第3号 居住環境基準
第4号 災害配慮基準
第5号イ、第6号イ 維持保全計画
第5号ハ、第6号ハ 資⾦計画

例  断熱性能の向上が明らかな変更
 使⽤変更を伴わず、開口部が小さくなる変更
 非耐⼒壁である間仕切壁の変更

例  バルコニー部分の床面積算定の錯誤等（認定基
準の範囲内に限る。）

その他の軽微な変更

例  申請者名の変更（第三者への譲渡等地位の承
継に関する変更を除く）

 申請者住所の変更
 分筆・合筆等による認定に係る住宅の位置の変更
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